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資
料
紹
介 

 
「
高
森
町
瀬
井
家
資
料
所
収
の
甲
斐
有
雄
の
道
標
建
設
関
連
資
料
に
つ
い
て
」 

 

熊
本
県
博
物
館
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー 

古
澤 

広
大 

 

は
じ
め
に 

本
稿
は
、
熊
本
県
博
物
館
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
が
所
蔵
し
て
い
る
高
森
町
瀬
井
家

資
料
（
以
下
、
「
瀬
井
家
資
料
」
）
の
う
ち
、
甲
斐
有
雄
⑴

の
道
標
建
設
に
関
す
る
資
料
の

紹
介
を
目
的
と
す
る
。 

瀬
井
家
資
料
は
、
高
森
町
尾
下
の
甲
斐
家
に
ま
つ
わ
る
資
料
で
あ
り
、
甲
斐
家
の
親
戚

か
つ
、
有
雄
の
子
孫
に
あ
た
る
瀬
井
家
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
。
資
料
の
大
半
は
多
々

野
村
の
頭
百
姓
を
務
め
た
甲
斐
大
助
と
、
そ
の
子
で
村
会
議
員
等
を
務
め
た
有
雄
に
関
す

る
も
の
で
あ
り
、
村
政
や
家
政
に
関
す
る
帳
簿
や
書
簡
、
日
記
が
多
く
を
占
め
て
い
る
⑵

。

ま
た
、
瀬
井
家
資
料
に
関
連
し
て
、
「
高
森
町
久
々
宮
家
資
料
」
が
あ
る
。
こ
ち
ら
に
も

甲
斐
有
雄
に
関
す
る
資
料
が
含
ま
れ
て
い
て
、
有
雄
の
和
歌
に
関
す
る
も
の
が
多
い
。

久
々
宮
家
も
ま
た
、
有
雄
の
子
孫
に
あ
た
る
。 

甲
斐
有
雄
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
『
肥
後
先
哲
偉
蹟
』
を
は
じ
め
、
書
籍
や
記 

 

事
⑶

な
ど
で
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
経
歴
の
な
か
で
も
特
に
道
標
の
建
設
に
よ
っ
て
著

名
で
あ
る
。
ま
た
、
熊
本
県
近
代
文
化
功
労
者
と
し
て
顕
彰
さ
れ
て
い
る
の
も
、
道
標
の

建
設
に
因
っ
て
で
あ
る
。
熊
本
県
博
物
館
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
も
、
過
去

の
展
示
で
複
数
回
、
有
雄
を
採
り
あ
げ
、
そ
の
業
績
を
紹
介
し
て
い
る
⑷

。
し
か
し
、
有

雄
自
身
や
道
標
建
設
の
こ
と
自
体
は
広
く
知
ら
れ
て
は
い
て
も
、
有
雄
が
道
標
建
設
に
あ

た
っ
て
記
録
を
書
き
残
し
、
そ
れ
が
現
代
ま
で
伝
来
し
て
い
る
こ
と
は
未
だ
広
く
知
ら
れ

て
い
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
甲
斐
有
雄
の
道
標
建
設
に
つ
い
て
、
有
雄
の
経
歴
と
道
標
建
設
に

つ
い
て
概
観
し
つ
つ
、
道
標
建
設
関
連
資
料
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 

な
お
、
本
稿
で
は
読
み
取
り
の
便
を
図
り
翻
刻
を
付
し
た
。
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
可

能
な
限
り
原
史
料
の
体
裁
に
従
っ
た
が
、
表
記
の
都
合
上
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
、

字
体
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
に
改
め
た
。 

 第
一
章 

甲
斐
家
の
系
譜
と
甲
斐
有
雄
の
略
歴 

甲
斐
家
の
系
譜
は
瀬
井
家
資
料
の
中
に
複
数
存
在
す
る
系
図
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て

い
る
⑸

。
図
一
の
略
系
図
で
示
し
た
通
り
、
甲
斐
家
は
藤
原
氏
を
称
し
た
肥
後
菊
池
氏
の

末
裔
と
さ
れ
て
お
り
、
菊
池
氏
の
傍
流
で
戦
国
時
代
に
阿
蘇
大
宮
司
家
の
重
臣
を
務
め
た
、

御
船
城
主
甲
斐
親
直
（
宗
運
）
を
祖
と
し
、
そ
の
子
の
隆
玄
が
御
船
陥
落
後
に
尾
下
に
住

ん
だ
と
伝
え
て
い
る
⑹

。
系
図
で
は
隆
玄
の
孫
、
喜
左
衛
門
⑺

を
甲
斐
家
の
初
代
と
し
、
寛

永
九
（
一
六
一
二
）
年
に
尾
下
村
庄
屋
を
命
ぜ
ら
れ
、
多
々
野
に
住
ん
だ
と
し
て
い
る
。

の
ち
に
喜
左
衛
門
の
曾
孫
に
あ
た
る
利
右
衛
門
が
尾
下
村
広
戸
谷
の
土
地
を
購
入
し
て

開
墾
し
、
移
住
し
た
⑻

。 

甲
斐
有
雄
は
利
右
衛
門
の
曾
孫
に
あ
た
り
、
多
々
野
村
の
頭
百
姓
を
務
め
た
大
助
の
二

男
と
し
て
、
文
政
一
二
年
に
生
ま
れ
た
。
通
称
は
亀
右
衛
門
、
諱
は
兼
親
と
い
っ
た
。
主

な
経
歴
は
表
一
の
通
り
で
あ
る
。
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
に
家
督
を
相
続
し
た
有
雄
は
、

慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
に
尾
下
天
満
宮
の
巫
職
と
な
り
、
同
四
（
一
八
六
八
）
年
に
は

社
守
職
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
年
に
熊
本
藩
⑼

か
ら
御
郡
筒
と
し
て
召
抱
え

の
上
、
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
、
名
を
亀
右
衛
門
か
ら
有
雄
へ
改
め
て
い
る
。
一
八
七
〇
（
明
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治
三
）
年
の
藩
政
改
革
の
際
に
は
河
原
組
与
長
に
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
は
地
租

改
正
に
伴
い
地
券
取
調
掛
に
任
じ
ら
れ
、
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
に
尾
下
小
学
校
世
話

方
、
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
に
総
代
や
学
校
世
話
方
を
務
め
、
一
八
七
九
（
明
治
一

二
）
年
に
は
村
会
議
員
に
選
出
さ
れ
て
い
る
⑽

。 

右
の
よ
う
に
、
有
雄
は
地
域
の
役
職
を
歴
任
し
て
い
る
が
、
そ
の
経
歴
の
な
か
で
も
特

筆
さ
れ
る
も
の
が
、
道
標
の
建
設
で
あ
る
。 

 第
二
章 

道
標
の
建
設
に
関
す
る
資
料 

こ
こ
か
ら
は
、
有
雄
の
道
標
建
設
と
、
道
標
建
設
に
関
係
す
る
資
料
に
つ
い
て
採
り
上

げ
る
こ
と
と
す
る
。 

甲
斐
家
は
代
々
、
尾
下
村
に
お
い
て
農
業
を
営
ん
で
い
た
が
、
有
雄
は
そ
の
傍
ら
石
工

と
し
て
働
き
、
墓
碑
や
神
仏
像
を
製
作
し
て
い
る
。
有
雄
が
生
ま
れ
育
っ
た
当
時
の
阿
蘇

郡
は
、
原
野
が
広
が
る
中
を
縦
横
無
尽
に
小
道
が
通
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
り
、
旅

人
に
は
特
に
不
便
を
き
た
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
有
雄
は
道
案
内
と
し
て

道
標
を
建
設
し
て
交
通
の
不
便
を
解
消
し
よ
う
と
志
し
⑾

、
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
よ

り
製
作
を
始
め
た
。
設
置
さ
れ
た
場
所
は
広
範
囲
に
わ
た
り
、
地
元
の
阿
蘇
郡
を
は
じ
め
、

隣
接
す
る
上
益
城
郡
、
飽
託
郡
、
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
、
大
分
県
直
入
郡
に
も
広
が
っ
て
い

る
⑿

。 

右
の
よ
う
な
経
緯
で
有
雄
の
道
標
建
設
は
始
ま
っ
た
が
、
主
に
関
係
す
る
資
料
を
表
二

に
掲
げ
る
。
多
く
は
道
標
建
設
を
表
彰
し
た
も
の
や
、
そ
の
文
面
を
書
き
写
し
た
も
の
だ

が
、
有
雄
自
身
が
建
設
の
際
に
記
録
し
た
資
料
が
あ
る
。
そ
れ
が
図
二
か
ら
図
四
に
示
し

た
「
道
標
建
設
記
」
で
あ
る
。
道
標
建
設
に
関
す
る
記
述
は
、
他
に
も
日
記
等
に
お
い
て

断
片
的
に
見
ら
れ
る
が
、
設
置
し
た
道
標
に
つ
い
て
詳
し
く
記
録
し
た
資
料
は
、
瀬
井
家

資
料
に
お
い
て
は
こ
の
一
冊
の
み
で
あ
る
。 

「
道
標
建
設
記
」
は
縦
七
・
八
セ
ン
チ
、
横
一
五
・
六
セ
ン
チ
の
帳
面
で
、
朱
色
の
罫

線
を
引
い
た
三
七
丁
の
紙
を
綴
じ
て
い
る
。
表
紙
（
図
二
）
が
目
新
し
く
見
え
る
が
、
こ

れ
は
平
成
初
期
に
甲
斐
有
雄
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
冨
高
則
夫
氏
が
瀬
井
家
資
料
の

一
部
を
補
修
し
た
た
め
で
あ
る
⒀

。 

「
道
標
建
設
記
」
は
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
六
月
か
ら
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）

年
三
月
ご
ろ
の
間
に
建
設
さ
れ
た
道
標
の
記
録
で
、
千
一
番
か
ら
千
三
百
六
十
六
番
ま
で

の
三
六
六
基
の
道
標
に
つ
い
て
地
区
ご
と
に
記
録
し
て
い
る
。
記
録
さ
れ
て
い
る
地
域
は
、

上
益
城
郡
河
原
村
を
別
に
す
れ
ば
全
て
阿
蘇
郡
に
属
す
る
町
村
で
、
現
在
は
高
森
町
・
南

阿
蘇
村
・
西
原
村
・
大
津
町
・
山
都
町
の
区
域
と
な
っ
て
い
る
⒁

。
第
一
丁
（
図
三
）
に

は
「
道
標
建
設
記
」
の
題
と
前
書
き
が
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
か
ら
、
道
標
建
設
が
文
久
元

年
か
ら
始
ま
っ
た
事
、
明
治
一
七
年
五
月
時
点
で
設
置
し
た
道
標
が
千
基
に
達
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。 

第
二
丁
か
ら
は
道
標
の
設
置
場
所
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
図
三
は
阿
蘇
郡
中
松
村
字
中

村
（
現
・
南
阿
蘇
村
大
字
中
松
）
に
設
置
さ
れ
た
道
標
を
記
録
し
た
箇
所
で
、
上
段
に
碑

銘
、
中
段
に
番
号
、
下
段
に
設
置
場
所
を
記
し
、
続
け
て
そ
の
地
区
に
設
置
さ
れ
た
道
標

の
数
と
、
建
設
に
協
力
し
た
人
物
の
氏
名
が
持
方
や
現
夫
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
記
録
さ
れ
た
道
標
は
、
長
い
年
月
の
間
に
撤
去
さ
れ
た
り
、
他
所
へ
移
さ
れ
た
り

し
た
も
の
も
あ
る
が
、
表
三
で
示
し
た
よ
う
に
、
一
部
は
今
で
も
現
地
で
見
る
こ
と
が
で

き
る
。 

有
雄
は
一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
に
死
去
す
る
が
、
生
涯
に
建
て
た
道
標
の
数
は
、

一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
に
は
一
八
二
四
基
、
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
に
は
一
八

七
〇
基
あ
ま
り
に
達
し
た
と
言
わ
れ
る
⒂

。 

前
述
の
よ
う
に
、
道
標
建
設
は
有
雄
が
自
主
的
に
始
め
た
事
業
だ
が
、
そ
の
た
め
有
雄

は
熊
本
藩
や
熊
本
県
な
ど
か
ら
度
々
褒
賞
を
受
け
て
い
る
。 

図
五
の
「
甲
斐
有
雄
履
歴
断
簡
」
は
熊
本
藩
が
有
雄
を
表
彰
し
た
と
き
の
文
書
を
記
録

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
資
料
は
冒
頭
が
欠
落
し
宛
名
が
不
明
か
つ
年
の
表
記
が
な
い
が
、

ほ
ぼ
同
じ
文
面
の
資
料
が
『
肥
後
先
哲
偉
蹟
後
編
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
⒃

。『
肥
後
先
哲

偉
蹟
』
の
文
を
見
る
と
、
五
〇
ヶ
所
あ
ま
り
の
道
標
を
建
て
た
こ
と
に
対
し
、
鳥
目
一
貫
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五
百
文
の
褒
美
を
与
え
る
こ
と
が
南
郷
郡
代
か
ら
伝
達
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
冒
頭
に
は

有
雄
の
旧
名
「
亀
右
衛
門
」
が
あ
り
、
末
尾
に
は
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
の
年
号
が
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
熊
本
藩
の
褒
賞
記
録
『
町
在
』
に
収
録
さ
れ
た
文
書
か
ら
も

裏
付
け
ら
れ
、
郡
目
附
付
横
目
の
倉
岡
運
作
に
よ
っ
て
「
農
隙
休
日
之
時
分
追
分
之
ヶ

所
々
々
江
道
標
五
拾
五
ヶ
所
程
何
方
通
り
を
石
ニ
彫
付
建
方
い
た
し
候
」
、「
誠
ニ
奇
特
成

志
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
⒄

。 

そ
の
後
も
道
標
建
設
は
続
け
ら
れ
た
が
、
関
係
す
る
資
料
と
し
て
図
六
か
ら
九
を
掲
げ

る
。
図
六
は
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
白
川
県
⒅

か
ら
授
与
さ
れ
た
「
褒
賞
状
」
で
、

野
尻
郷
（
現
高
森
町
）
で
道
標
を
建
設
し
た
こ
と
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

図
七
は
「
甲
斐
有
雄
履
歴
写
」
の
一
部
で
、
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
に
表
彰
さ
れ
た

と
き
の
文
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
図
八
の
「
褒
賞
状
」
は
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年

に
熊
本
県
か
ら
再
び
表
彰
さ
れ
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
図
九
は
「
甲
斐
有
雄
履

歴
写
」
の
一
部
で
、
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
七
月
宮
崎
県
か
ら
道
標
建
設
に
よ
っ
て

表
彰
さ
れ
た
際
の
文
を
書
き
写
し
た
資
料
で
あ
る
。
以
上
の
四
点
の
資
料
に
書
か
れ
て
い

る
よ
う
に
、
道
標
建
設
は
廃
藩
置
県
以
後
も
藩
政
時
代
同
様
に
表
彰
さ
れ
、
金
品
が
授
与

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

右
の
よ
う
に
、
藩
や
県
か
ら
複
数
回
に
わ
た
っ
て
表
彰
さ
れ
た
道
標
建
設
で
あ
る
が
、

「
地
方
有
志
も
亦
詩
歌
物
品
等
を
寄
贈
し
て
、
其
篤
行
を
称
誉
し
た
り
」
⒆

と
記
録
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
有
雄
の
業
績
は
地
域
住
民
か
ら
も
評
価
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
示
す
資

料
が
、
図
六
の
長
野
一
誠
か
ら
有
雄
へ
贈
ら
れ
た
書
簡
で
あ
る
。
長
野
は
天
保
五
（
一
八

三
四
）
年
、
阿
蘇
郡
久
木
野
村
河
陰
（
現
南
阿
蘇
村
）
に
生
ま
れ
、
熊
本
県
会
議
員
、
衆

議
院
議
員
を
務
め
た
ほ
か
、
南
郷
に
お
い
て
教
育
・
産
業
・
土
木
の
振
興
に
尽
力
し
た
人

物
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
に
は
熊
本
県
近
代
文
化
功
労
者

と
し
て
顕
彰
さ
れ
て
い
る
⒇

。
書
簡
で
は
「
多
年
之
心
懸
ニ
テ
阿
蘇
郡
南
郷
地
方
原
野
細

路
ニ
至
迄
数
百
本
之
道
標
ヲ
御
建
設
有
之
自
他
之
人
民
其
便
ヲ
得
候
」
と
、
有
雄
の
道
標

建
設
に
よ
り
人
々
が
便
利
を
得
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
「
其
労
ヲ
謝
ス
ル
ノ
為
」
と
し
て

金
品
を
贈
る
と
伝
え
て
い
る
。
贈
っ
た
物
は
別
紙
の
目
録
に
金
三
円
、
お
よ
び
袷
一
枚
が

記
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
ほ
か
、
新
聞
や
雑
誌
に
お
い
て
も
有
雄
の
道
標
建
設
は
記
事
と
し
て
紹
介
さ
れ
、

有
雄
は
複
数
の
新
聞
記
事
を
自
ら
の
履
歴
と
と
も
に
書
き
写
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
明

治
三
二
年
九
月
一
二
日
付
け
の
九
州
日
日
新
聞
で
は
、
有
雄
が
七
〇
歳
を
越
え
て
も
な
お

道
標
製
作
を
続
け
て
い
る
こ
と
に
触
れ
、「
実
に
得
難
き
奇
特
の
人
と
云
べ
し
」 

 

と
述

べ
て
い
る
。 

 お
わ
り
に 

こ
こ
ま
で
甲
斐
有
雄
の
残
し
た
資
料
の
中
か
ら
、
道
標
建
設
に
関
す
る
も
の
を
採
り
あ

げ
、
有
雄
の
略
歴
や
道
標
建
設
に
も
触
れ
つ
つ
資
料
の
内
容
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
前
述

の
よ
う
に
、
「
道
標
建
設
記
」
に
は
地
区
ご
と
に
、
設
置
し
た
道
標
の
碑
面
と
番
号
、
地

名
、
合
計
数
を
記
録
し
、
運
搬
協
力
者
の
氏
名
を
詳
細
に
書
き
残
し
て
い
る
。
建
て
ら
れ

た
道
標
全
体
か
ら
見
れ
ば
ご
く
一
部
で
、
実
際
に
残
さ
れ
て
い
る
道
標
と
の
食
い
違
い
も

あ
る
が
、
書
き
留
め
ら
れ
た
記
録
か
ら
「
細
道
は
、
千
股
に
別
れ
、
一
度
踏
迷
ふ
時
は
、

其
行
方
分
け
難
し
」 

と
言
わ
れ
た
当
時
の
交
通
事
情
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
道
標
建
設

に
対
す
る
褒
賞
状
や
新
聞
記
事
の
内
容
が
書
き
残
し
て
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
資
料
で
は
有

雄
が
数
多
く
の
道
標
を
建
て
、
そ
の
為
に
道
に
迷
う
こ
と
が
な
く
な
っ
た
こ
と
が
奇
特
な

行
い
で
あ
る
こ
と
を
賞
賛
し
て
い
る
。 

 

今
回
採
り
上
げ
た
資
料
は
、
瀬
井
家
資
料
の
中
で
も
特
に
道
標
に
関
す
る
ご
く
一
部
で

あ
る
。
他
に
有
雄
は
多
く
の
日
記
や
覚
帳
を
残
し
て
い
て
、
こ
の
中
に
も
部
分
的
に
道
標

に
関
す
る
記
録
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
日
記
類
の
調
査
を
さ

ら
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
有
雄
の
道
標
建
設
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
、
よ
り

詳
し
い
経
緯
を
明
ら
か
に
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

 

(21) 

(22) 
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謝
辞 本

稿
作
成
に
あ
た
っ
て
、
熊
本
県
博
物
館
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
並
び
に
熊
本
県
立

図
書
館
の
職
員
の
皆
様
に
は
資
料
提
供
を
い
た
だ
い
た
ほ
か
、
多
数
の
助
言
を
い
た
だ
き

ま
し
た
の
で
、
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 註 ⑴
慶
応
四
（
一
八
六
五
）
に
改
名
す
る
ま
で
の
名
乗
り
は
「
亀
右
衛
門
」
で
あ
る
が
、
本

稿
で
は
全
て
「
有
雄
」
で
統
一
す
る
。 

⑵
熊
本
県
地
域
振
興
部
文
化
企
画
課
『
熊
本
県
文
化
企
画
課
松
橋
収
蔵
庫
資
料
目
録
Ｖ
ｏ

ｌ
．
３
』
三
頁
。
な
お
、
瀬
井
家
・
久
々
宮
家
の
資
料
一
覧
に
つ
い
て
も
同
書
参
照
。 

⑶
甲
斐
有
雄
を
紹
介
し
て
い
る
資
料
と
し
て
、
参
考
文
献
で
示
し
た
も
の
の
他
に
は
『
彰

善
会
誌
』
第
二
〇
号
（
彰
善
会
本
部
、
一
八
九
九
年
）
、
今
村
惟
俊
『
甲
斐
有
雄
翁
事

蹟 

郷
土
に
灯
を
と
も
し
た
人
』
（
一
九
八
七
年
）
、
『
く
ま
も
と
の
心 

中
学
年
用
』

（
熊
本
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
八
年
）
、
冨
高
則
夫
『
祈
り
の
郷
』（
一
九
九
九
年
）
、

高
森
町
『
広
報
た
か
も
り
』
な
ど
が
あ
る
。 

⑷
甲
斐
有
雄
を
採
り
あ
げ
た
展
示
と
し
て
は
、
「
ふ
た
つ
の
明
治
十
年
日
記 

神
官
・
石

工
が
記
し
た
西
南
戦
争
」（
二
〇
一
〇
年
）
、「
知
ら
れ
ざ
る
明
治
の
熊
本
人
」（
二
〇
一

八
年
）
、
「
甲
斐
有
雄
と
石
道
標
」
（
二
〇
二
〇
年
）
が
あ
る
。 

⑸
瀬
井
家
資
料
に
含
ま
れ
る
系
図
は
以
下
の
通
り
。「
甲
斐
亀
右
衛
門
一
代
節
用
記
」（
Ｈ

Ｈ
二
一
―
〇
〇
〇
〇
五
八
）
、「
甲
斐
元
祖
系
図
」（
Ｈ
Ｈ
一
一
―
〇
〇
〇
一
四
一
）
、「
甲 

斐
家
瀬
井
家
系
図
」（
Ｈ
Ｈ
一
一
―
〇
〇
〇
一
四
二
）
、「[

菊
池
家
系
図]

」（
Ｈ
Ｈ
一
一

―
〇
〇
〇
一
四
四
）
、
「
甲
斐
氏
系
図
」
（
Ｈ
Ｈ
一
一
―
〇
〇
〇
一
四
五
）
、
「
甲
斐
家
系

図
」
（
Ｈ
Ｈ
一
一
―
〇
〇
〇
三
七
八
）
。 

⑹
「
甲
斐
亀
右
衛
門
一
代
節
用
記
」
（
瀬
井
家
資
料
、
Ｈ
Ｈ
二
一
―
〇
〇
〇
〇
三
二
）
の

系
図
で
は
甲
斐
宗
運
を
「
藤
原
道
隆
ヨ
リ
十
四
代
目
菊
池
次
郎
肥
後
守
武
房
子
甲
斐
ノ

六
郎
肥
後
守
武
本
ヨ
リ
十
代
之
孫
ナ
リ
御
船
城
主
ト
ナ
リ
」
、
隆
玄
を
「
御
船
落
城
ニ

付
浪
人
シ
テ
野
尻
尾
下
下
下
山
ニ
住
居
ス
」
と
し
て
い
る
。 

⑺
「
甲
斐
亀
右
衛
門
一
代
節
用
記
」
の
系
図
で
は
隆
玄
の
孫
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
甲
斐

家
瀬
井
家
系
図
」
（
Ｈ
Ｈ
一
一
―
〇
〇
〇
一
四
二
）
で
は
長
男
と
し
て
い
る
。 

⑻ 

瀬
井
家
資
料
「
甲
斐
家
系
図
」（
Ｈ
Ｈ
一
一
―
〇
〇
〇
二
四
六
）「
自
身
ハ
広
戸
谷
買

求
メ
而
●
ニ
宝
暦
十
年
辰
ノ
春
開
宅
地
而
儲
屋
ヲ
住
シ
」 

⑼
細
川
家
の
統
治
領
域
は
肥
後
藩
、
細
川
藩
な
ど
と
通
称
さ
れ
、
一
八
六
九
（
明
治
二
）

年
の
版
籍
奉
還
に
伴
っ
て
「
熊
本
藩
」
の
名
称
が
正
式
に
定
め
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は

す 

べ
て
熊
本
藩
で
統
一
す
る
。 

⑽
こ
こ
ま
で
の
有
雄
の
経
歴
に
つ
い
て
は
「
甲
斐
有
雄
詠
集
」
（
Ｈ
Ｈ
二
一
―
〇
〇
〇
〇

五
八
）
所
収
の
「
甲
斐
有
雄
一
代
記
」
の
記
述
に
依
っ
た
。 

⑾
『
肥
後
先
哲
偉
蹟
後
編
』
四
〇
二
―
四
〇
三
頁
「
抑
阿
蘇
郡
山
東
部
の
地
は
、
大
阿
蘇

の
外
輪
山
に
し
て
、
広
漠
原
野
際
界
限
な
し
、
此
間
に
野
尻
草
部
柏
菅
尾
馬
見
原
波
野

産
山
等
の
村
落
点
在
せ
る
故
道
路
険
悪
、
加
ふ
る
に
牧
童
樵
夫
の
往
来
す
る
、
無
数
の

小
径
岐
路
、
縦
横
に
交
叉
連
絡
し
、
其
の
三
叉
十
字
の
路
頭
に
て
、
旅
人
の
困
惑
を
来

す
こ
と
往
々
あ
り
、
我
有
雄
翁
是
を
憂
ひ
、
若
年
の
時
よ
り
指
導
標
を
建
設
し
て
、
迷

路
者
の
難
を
除
か
ん
と
志
し
」
。 

⑿
『
熊
本
県
近
代
文
化
功
労
者
』
三
二
一
頁
。 

⒀
冨
高
則
夫
編
『
広
野
の
灯 

甲
斐
有
雄
翁
伝
』
九
―
一
〇
頁
。 

⒁
草
部
・
永
野
原
・
菅
山
・
芹
口
・
下
切
（
以
上
、
現
高
森
町
）
・
宮
山
・
小
森
・
下
小

森
・
布
田
・
鳥
子
・
河
原
（
以
上
、
現
西
原
村
）
・
岩
阪
（
現
大
津
町
）
・
中
・
中
松
・

吉
田
新
町
・
吉
田
・
両
併
（
以
上
、
現
南
阿
蘇
村
）・
竹
原
（
現
山
都
町
）
の
諸
町
村
。 

⒂
『
肥
後
先
哲
偉
蹟
後
編
』
四
〇
〇
、
四
〇
三
頁
。
な
お
、
冨
高
則
夫
氏
は
『
広
野
の
灯
』

四
三
頁
で
、
道
標
は
番
号
が
不
明
の
も
の
、
重
複
す
る
も
の
が
相
当
数
見
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
総
数
は
二
千
基
に
達
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
て
い
る
。 

⒃
『
肥
後
先
哲
偉
蹟
後
編
』
四
〇
一
頁
に
左
の
資
料
が
あ
る
。 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

亀
右
衛
門 
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右
ハ
波
野
原
道
筋
数
条
有
之
、
諸
人
迷
惑
致
候
ニ
付
、 

 
追
分
ニ
五
十
余
ヶ
所
之
道
標
ヲ
建
方
致
シ
、
往
来
之
諸 

 

人
逸
稜
之
為
ニ
相
成
、
奇
特
之
至
ニ
付
、
鳥
目
一
貫
五 

 

百
文
被
下
置
候
、 

 
 

右
之
通
選
挙
方
御
奉
行
中
ヨ
リ
被
及
御
達
候
条
、
此
段 

 
 

被
相
渡
、
御
受
之
儀
可
被
相
達
候
以
上
、 

 
 

 

四
月
廿
六
日
慶
応
二
年 

 
 

 
 

御
郡
代
中 

 
 

 
 

楠
田
順
喜
殿 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

⒄
「
覚
」（
永
青
文
庫
細
川
家
文
書
、
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
寄
託
『
慶
応
二
年 

町
在
』
、

熊
本
県
立
図
書
館
複
製
本
一
九
四
八
）
、
目
録
番
号
一
〇
・
三
・
二
―
一
二
九
。 

⒅
熊
本
藩
は
一
八
七
一
年
（
明
治
四
）
の
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
熊
本
県
と
な
る
が
、
そ
の

後
、
北
の
熊
本
県
と
南
の
八
代
県
と
に
分
割
さ
れ
る
。
熊
本
県
は
一
八
七
二
年
（
明
治

五
）
に
県
庁
移
設
に
伴
っ
て
白
川
県
と
改
称
、
翌
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）
に
八
代
県

を
合
併
、
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
に
は
再
び
熊
本
県
と
改
称
し
、
現
在
に
至
っ
て
い

る
。
『
熊
本
県
市
町
村
合
併
史
（
三
訂
版
）
』
九
二
―
九
七
頁
参
照
。 

⒆
『
肥
後
先
哲
偉
蹟
後
編
』
四
〇
三
頁
。 

⒇
経
歴
、
事
績
に
つ
い
て
は
『
肥
後
先
哲
偉
蹟
』
五
五
〇
―
五
五
二
頁
、
お
よ
び
『
熊
本

県
近
代
文
化
功
労
者
』
六
三
五
―
六
四
三
頁
参
照
。 

瀬
井
家
資
料[

九
州
日
日
新
聞
記
事
写]

（
Ｈ
Ｈ
一
一
―
〇
〇
〇
二
五
三
）
。
こ
の
ほ
か
、

瀬
井
家
資
料
中
に
は[

甲
斐
有
雄
履
歴
写]

（
Ｈ
Ｈ
一
一
―
〇
〇
〇
一
四
七
）
に
明
治
一

〇
年
の
熊
本
新
聞
、[

甲
斐
有
雄
履
歴
写]

（
Ｈ
Ｈ
一
一
―
〇
〇
〇
一
四
八
）
に
明
治
三

四
年
の
日
州
独
立
新
聞
、[

甲
斐
有
雄
履
歴
写]

（
Ｈ
Ｈ
一
一
―
〇
〇
〇
二
五
二
）
に
明

治
一
四
年
の
熊
本
新
聞
、[

報
知
新
聞
記
事
写]

（
Ｈ
Ｈ
一
一
―
〇
〇
〇
二
五
五
）
に
明

治
四
年
～
九
年
の
記
事
の
写
し
が
あ
る
。 

『
肥
後
先
哲
偉
蹟
』
四
〇
〇
頁
。 

 

参
考
文
献 

「
覚
」
（
永
青
文
庫
細
川
家
文
書
、
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
寄
託
『
慶
応
二
年 

町
在
』
、

熊
本
県
立
図
書
館
複
製
本
一
九
四
八
） 

武
藤
嚴
男
『
肥
後
先
哲
偉
蹟
後
編
』
（
肥
後
先
哲
偉
蹟
後
篇
刊
行
會
、
一
九
二
八
年
） 

松
本
雅
明
『
肥
後
読
史
総
覧 

上
巻
』
（
鶴
屋
百
貨
店
、
一
九
八
三
年
） 

高
森
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
高
森
町
史
』
（
熊
本
県
阿
蘇
郡
高
森
町
、
一
九
七
九
年
） 

熊
本
県
教
育
委
員
会
『
熊
本
県
近
代
文
化
功
労
者
』
（
熊
本
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
一

年
） 

冨
高
則
夫
『
広
野
の
灯 

甲
斐
有
雄
翁
伝
』
（
一
九
九
五
年
） 

熊
本
県
地
域
振
興
部
文
化
企
画
課
『
熊
本
県
文
化
企
画
課
松
橋
収
蔵
庫
資
料
目
録
Ｖ
ｏ
ｌ
．

３
』
（
熊
本
県
地
域
振
興
部
文
化
企
画
課
、
二
〇
〇
七
年
） 

熊
本
県
総
務
部
市
町
村
局
市
町
村
行
政
課
『
熊
本
県
市
町
村
合
併
史
（
三
訂
版
）
』（
熊
本

県
総
務
部
市
町
村
局
市
町
村
行
政
課
、
二
〇
一
二
年
） 

 

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト 

熊
本
県
「
市
町
村
合
併
史
」
（
二
〇
二
二
年
一
月
一
九
日
最
終
閲
覧
） 

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
k
u
m
a
m
o
t
o
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
1
2
/
8
2
4
8
5
.
h
t
m
l
 

         

(21) (22) 



熊本県博物館ネットワークセンター紀要  第 2号 2022年 

79(44) 

                        

                          



熊本県博物館ネットワークセンター紀要  第 2号 2022年 

78(45) 

                          

                          

図２ 道標建設記（表紙） 
（ＨＨ１１―０００１１７） 

図３ 道標建設記 第１丁 
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（熊本県博物館ネットワークセンターで撮影したものを加工） 

⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 

左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 

道
の
上
へ 

新
町 

正
教
寺 

た
る
た
ま
湯
道 

ゑ
ん
し
あ
ん 

二
本
木 

や
べ 

く
わ
原
田 

志
ん
ま
ち 

し
ん
む
ら
通 

や
べ 

ひ
さ
い
し
通 

や
べ 

む
ろ
ま
ち 

む
ろ
ま
ち 

や
べ 

く
ま
も
と 

 
 

千
二
百
六
十
八
番 

千
二
百
六
十
四 

千
二
百
六
十
二 

千
二
百
六
十 

千
二
百
五
十
八 

千
二
百
五
十
六 

葉 

山 

御 

寺 

 
 

二
人
持 

同
所 

有
合
ノ
石 

和
泉
澤
津 

 
 

二
人
持 

郷
条
ノ
手
前 

 
 

二
人
持 

正
教
寺
ノ
下 

 
 

十
人
持 

 
図４ 道標建設記 第２７～２８丁 

① ② ③ ⑤ ④ ⑥ 
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（
前
欠
） 

諸
人
迷
惑
（
以
下
欠
損
） 

ヶ
所
之
道
標
を
建
方
い
た
し
往
来 

之
諸
人
逸
稜
之
為
ニ
相
成
奇
特
之 

至
ニ
付
被
賞
鳥
目
壱
貫
五
百
文 

被
下
置
候
也 

 

右
之
通
選
挙
方
御
奉
行
中
ゟヨ

リ

被
及
御
達
候
条 

此
段
被
御
渡
御
受
之
儀
可
被
相
達
候
以
上 

四
月
廿
六
日 

南
郷
御
郡
代
中 

図５ [甲斐有雄履歴断簡] 
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（ＨＨ１１―０００１４３） 

 
 

 

甲
斐
有
雄 

阿
蘇
郡
野
尻
郷
ノ 

儀
ハ
曠
漠
ノ
原
野 

ニ
テ
数
条
之
道
筋 

行
人
之
迷
惑
ヲ
察
シ 

先
年
来
自
力
ヲ
以 

数
ヶ
所
ニ
石
標
ヲ
設
立 

イ
タ
シ
候
ニ
付
テ
ハ
於 

旧
藩
賞
美
申
付 

置
候
処
其
後
不
相 

替
主
ニ
成
致
尽
力 

終
ニ
三
百
有
余
之 

功
業
ヲ
顕
シ
所
柄
逸 

廉
之
為
合
ニ
相
成 

奇
特
ノ
至
ニ
付
其
賞 

ト
シ
テ
牛
一
匹
差
遣 

候
事 

明
治
六
年
二
月 

 
 

 

白
川
県
（
朱
印
） 

図６ 褒賞状 

（ＨＨ１１―０００１４７） 

図７ [甲斐有雄履歴写] 
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図８ 褒賞状 （ＨＨ１１―０００１３６） 

図９ [甲斐有雄履歴写] 
（ＨＨ１１―０００１４８） 
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（ＨＨ１１―０００３６６） 

多
年
之
心
懸
ニ
テ 

阿
蘇
郡
南
郷
地
方 

原
野
細
路
ニ
至
迄 

数
百
本
之
道
標
ヲ
御 

建
設
有
之
自
他
之 

人
民
其
便
ヲ
得
候
条 

然
其
労
ヲ
謝
ス
ル
ノ
為 

目
録
之
通
進
上
之 

候
也 

 

一
月
十
五
日 

長
野
一
誠
（
朱
印
） 

 

甲
斐
有
雄
殿 

目
録 

一
、
金
三
円
也 

一
、
袷 

壱
枚 

 

以
上 

 

一
月
十
五
日 

 

図１０ 書簡 
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文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
） 

嘉
永 

三
年
（
一
八
五
〇
） 

文
久 

元
年
（
一
八
六
一
） 

慶
応 

元
年
（
一
八
六
五
） 

慶
応 

二
年
（
一
八
六
六
） 

慶
応 

四
年
（
一
八
六
八
） 

 

明
治 

三
年
（
一
八
七
〇
） 

明
治 

六
年
（
一
八
七
三
） 

 

明
治 

八
年
（
一
八
七
五
） 

明
治 

九
年
（
一
八
七
六
） 

明
治 

十
年
（
一
八
七
七
） 

明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
） 

明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
） 

明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
） 

明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
） 

明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
） 

明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
） 

明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
） 

昭
和
三
三
年
（
一
九
五
八
） 

年
号 

八
月
一
日
、
出
生 

家
督
を
相
続 

石
道
標
の
建
設
を
始
め
る 

二
月
、
尾
下
村
天
満
宮
巫
職
と
な
る 

四
月
、
道
標
建
設
の
功
績
に
よ
り
熊
本
藩
よ
り
表
彰
、
壱
貫
五
百
文
を
与
え
ら
れ
る 

二
月
、
尾
下
天
満
宮
社
守
職
と
な
り
、
萌
黄
地
装
束
着
用
を
許
可
さ
れ
る
。
七
月
、
熊
本
藩
よ
り
郡
筒
に
召

抱
え
ら
れ
、
苗
字
帯
刀
を
許
可
、
名
を
亀
右
衛
門
か
ら
有
雄
へ
改
め
る 

八
月
、
河
原
組
与
長
に
任
命
さ
れ
る 

二
月
、
道
標
建
設
の
功
績
に
よ
り
白
川
県
か
ら
表
彰
、
牛
一
頭
を
与
え
ら
れ
る
。
五
月
、
地
券
調
御
用
掛
に

任
命
。
九
月
、
多
々
野
村
・
久
保
村
・
下
山
村
用
聞
に
任
命 

四
月
、
尾
下
小
学
校
世
話
方
に
任
命 

九
月
、
熊
本
県
か
ら
石
工
職
営
業
免
許
を
受
け
る 

政
府
軍
の
軍
夫
と
し
て
徴
用
、
西
南
戦
争
に
従
軍
す
る 

二
月
、
氏
子
惣
代
・
村
惣
代
・
門
徒
惣
代
・
学
校
世
話
方
と
な
る 

村
会
議
員
に
当
選 

七
月
、
道
標
建
設
の
功
績
に
よ
り
熊
本
県
か
ら
表
彰
、
銀
盃
一
個
を
与
え
ら
れ
る 

四
月
、
道
標
建
設
の
功
績
に
よ
り
熊
本
県
か
ら
表
彰
、
木
杯
一
個
を
与
え
ら
れ
る 

七
月
、
道
標
建
設
の
功
績
に
よ
り
宮
崎
県
か
ら
表
彰
、
木
杯
一
組
を
与
え
ら
れ
る 

野
尻
村
津
留
に
「
甲
斐
有
雄
君
之
碑
」
が
建
立
さ
れ
る 

一
二
月
一
四
日
、
死
去 

熊
本
県
近
代
文
化
功
労
者
（
第
十
一
回
）
と
し
て
顕
彰 

事
項 

 

表１ 甲斐有雄略歴 

 

※「甲斐有雄詠集」（HH21-000058）より作成 
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表

2
 道

標
関
係
資
料
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表

3
 南

阿
蘇
村
道
標
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